
「募集」 「催し」 「お知らせ」 など暮らしに役立つ情報をお届けします。

高齢者福祉タクシー運賃
助成利用者証などの交付

高齢者福祉タクシー運賃助成利用者証

▲

内容：後期高齢者医療資格確認書ま

たは利用者証の提示で、通院、市内

での買物、公共施設や金融機関の利

用に係るタクシー料金の３割

　（最大１,５００円）を助成

▲
対象：①７５歳以上の方

　 ②７０歳以上７４歳以下の方で、

６５歳以上のみの世帯の方

▲

申請に必要なもの：保険証などの身

分を証明できるもの

高齢者生活路線バス運賃助成利用者証

▲

内容：後期高齢者医療資格確認書ま

たは利用者証の提示で、生活路線バ

スの普通運賃の支払いまたは１日乗

車券の購入の１回につき１５０円を

助成

▲

対象：７０歳以上の方

▲

申請に必要なもの：保険証などの身

分を証明できるもの

はり・きゅう・マッサージ券

▲

内容：はり・きゅう・マッサージ（保

険適用外）施術料金の一部助成

※８００円助成の券を年間６枚交付

▲

対象：①７０歳以上の方

　 ②６５歳以上で身体障害者手帳

　１・２級の方

　 ③６５歳以上で療育手帳

　Ａ・Ａ１・Ａ２の方

　 ④６５歳以上で精神障害者保健福祉

手帳１・２級の方

▲

申請に必要なもの：保険証などの身

分を証明できるもの、身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福祉

手帳（所持者のみ）

申申３/１６ ㈪ から直接いきいき高齢課

（☎２０-３０２１）、田沼・葛生行政セ

ンターまたは各支所

軽自動車税の申告は３月中に

軽自動車税は、毎年４月１日時点での

所有者に１年分が課税されます（４月

１日に車両を取得した場合でも１年分

が課税されます）。

自動車税とは異なり月割課税ではあり

ませんので、すでに車両を処分、譲渡

した場合は、必ず３月中に申告してく

ださい。※納税通知書は５月中旬送付

車種別の手続き先

① 原動機付自転車（１２５ｃｃ以下の

バイク、ミニカー、特定小型）、小型

特殊自動車

▲

手続き先：市民税課（２階）、田沼・

葛生行政センター、各支所

②  軽２輪および２輪の小型自動車

（１２５ｃｃを超えるバイク）

▲

手続き先：関東運輸局栃木運輸支局

佐野自動車検査登録事務所

　（下羽田町２００１－７）

　☎０５０-５５４０-２０２０

③ 軽自動車

▲

手続き先：軽自動車検査協会栃木事

務所佐野支所（下羽田町２００１－２）

　☎０５０-３８１６-３１０８

問問市民税課 ☎２０-３００７

国民年金の任意加入制度

国民年金は２０歳から６０歳になるま

での４０年間、年金保険料を納めた場

合に満額の老齢基礎年金(令和７年度

は年額８３万１７００円)を受給でき

ます。

国民年金保険料を納められなかった期

間や年金に加入していなかった期間が

あり、納付済期間が４０年に満たない

場合、その期間に応じて年金額が少

なくなってしまいますが、６０歳から

６５歳まで国民年金に任意加入し、国

民年金保険料を納めることで、６５歳

から受け取る老齢基礎年金を満額に近

づけることができます。

なお、老齢基礎年金を受け取るために

は年金保険料の納付済期間や年金保険

料の免除期間などが１０年以上必要と

なりますが、この要件を満たしていな

い場合は、７０歳になるまで任意加入

をすることができます。

また、海外に在住する日本国籍を持つ

方も国民年金に任意加入することが可

能です。

※国民年金の任意加入は、申し出の

あった月からとなります。

※すでに老齢基礎年金の繰り上げ支給

を受けている方や厚生年金保険に加入

中の方は任意加入はできません。

問問医療保険課 ☎２０-３０１９

栃木年金事務所

☎０２８２-２２-４１３１
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☎0277-43-7888
リサイクルマートMEGA ドン ・ キホーテ桐生店リサイクルマート

工業用ミシン工業用ミシン無料回収します︕
ミシン本体は海外で再利用されます

モーター・足・天板は形を変えてリサイクル！

特殊ミシン・古いモデル・壊れていても・2 階にあっても OK!

本社︓足利市葉鹿町 746-3
店舗︓桐生市永楽町 5-10

安心の実店舗型リサイクルショップです

（持込のみ）

栃木県佐野市仙波町1,630

📞📞📞📞

廃棄物処理施設探
検隊動画
YouTubeで
公開中！

廃木材の処理廃木材の処理お困りではありませんか？

木製パレット・建設廃材・間伐材・剪定枝などの受け入れ

泉工業㈱
（持込のみ）

泉工業㈱ 佐野リサイクルセンター

問＝問合せ　申＝申込先CITY TOPICSCITY TOPICS

住所変更の手続きは
お済みですか

入学・就職・転勤などによる引っ越し

で、住所を異動される方は、「正確な

住所の届け出」が必要です。

▲

転入届、転居届：

住み始めてから１４日以内に窓口に届

け出をする必要があります。

▲

転出届：

転出予定のおおむね１４日前から引っ

越し当日までに届け出をしてください。

※窓口での手続きのほか、郵送、マイ

ナポータルでの手続きも可能です。

▲

取扱窓口：市民課（１階）、佐野新

都市行政サービスセンター（予約優先）、

田沼・葛生行政センター、各支所

問問市民課 ☎２０-３０１６

転居・転出予定の方の
マイナンバーカード申請

申請してから交付まで１カ月程度かか

るため、住所異動手続きが終わってか

らマイナンバーカード交付申請をお願

いします。特に市外に転出される方

は、佐野市を転出する前に交付申請す

ると、カードを受け取ることができま

せんので、ご注意ください。

問問市民課（マイナンバーカード専用）

☎８５-７０５６

臨時休日窓口を開設します

▲

日時：３/２９ ㈰ 、４/５ ㈰ 

　　　　　 ９：００～１３：００

▲

開設窓口：市民課（１階）

３/２９ ㈰ 、４/５ ㈰の取扱業務

　・ 住民異動届（転出・転入・転居）

の受け付け※住所異動に伴う手

続きの一部（国保の加入など）は、

お取り扱いできません。

　・ 戸籍届の受領

　・ マイナンバーカードに関すること

※第４日曜窓口と取扱業務が異なり、

証明書発行、印鑑登録などはお取り扱

いできません（住所異動に伴うものを

除く）。

３/２２ ㈰ の第４日曜窓口の取扱業務

　・ 証明書発行

　・印鑑登録 

　・ マイナンバーカードに関すること

※住所異動はお取り扱いできません｡

問問臨時休日窓口について

市民課 ☎２０-３０１６

窓口開庁について

行政経営課 

☎２０-３００５

佐野新都市行政サービス

センターもご利用ください

▲

営業日：年末年始（１２月２９日～

翌年１月３日）を除く日

※毎月第３土曜日に続く日曜日がシス

テムメンテナンスのため休業日とな

ります（３、４月は、３月２２日 ㈰ 、

４月１９日 ㈰ が休業日）。

▲

営業時間：１０：００～２０：００

▲

場所：イオンモール佐野新都市専門

店街２階

▲

取扱業務：マイナンバーカードの申

請受け付け・交付および電子証明書

の更新、パスポートの交付、証明書

発行・印鑑登録、住民異動届の受け

付けなど

受付時間など詳しくは、市ホームペー

ジをご覧ください。

問問佐野新都市行政サービスセンター 

☎２５-８８５２
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